
建設業法に違反すると

建設業者が建設業法に違反すると、監督⾏政庁による指⽰の対象になります。指⽰とは、法令違反
や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を監督⾏政庁が命令するものです。

建設業者が建設業法やその業務に関して他の法令に違反すると建設業法に基づく監督処分の対
象になります。監督処分には、監督⾏政庁による指⽰、営業の停⽌、許可の取消しの3種類があ
ります。

指 ⽰

営業の停⽌

許可の取消し

建設業者が指⽰処分に従わないときには、監督⾏政庁による営業停⽌の対象になります。⼀括下請
負禁⽌規定の違反や独占禁⽌法、刑法などの他の法令に違反した場合などには、指⽰なしで直接営業
の停⽌を命じられることがあります。営業の停⽌期間は１年以内で監督⾏政庁が判断して決定します。

不正⼿段で建設業の許可を受けたり、営業の停⽌に違反して営業したりすると監督⾏政庁によって、
建設業の許可の取消しがなされます。⼀括下請負禁⽌規定の違反や独占禁⽌法、刑法などの他の法令
に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指⽰や営業の停⽌が命じられることなく、許
可の取消しとなります。

（罰則の適⽤）

建設業法に違反した場合、⾏政処分とは別に、罰則
の適⽤があります。最も罰が重いのは、次の違反が
あった場合です。

3年以下の懲役または300万円以下の罰⾦

1.無許可で建設業を営業した場合
2.特定建設業者でない者が⼀定⾦額以上

の下請契約を締結して営業した場合
3.営業の停⽌に違反して営業した場合
4.営業の禁⽌に違反して営業した場合
5.虚偽または不正の⼿段で許可を受けた場合

（法⼈に対しては1億円以下の罰⾦）

建設業法では、罪を犯した者には情状により懲役及び
罰⾦を併科することができるとされています。

建設業法等に違反 【建設業許可⾏政庁】
地⽅整備局⻑、各都道府県知事

違反の内容により

指 ⽰

1年以内の営業の停⽌

許可の取消し
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